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（詳細に記述すること。） （詳細に記述すること。）

事務局：林野庁庁林政部林政課会計経理第１班

抽出案件

林野庁入札等監視委員会　審議概要

（ホームページ掲載日：平成２１年１０月１３日）

開催日及び場所

委員

審議対象期間

審議対象案件
うち、

うち、

うち、

指
名
競
争

公募型指名競争
うち、

工事希望型競争
うち、

その他の指名競争
うち、

随意契約
うち、

業務

一般競争
うち、

指
名
競
争

公募型競争
うち、

簡易公募型競争
うち、

その他の指名競争
うち、

随
意
契
約

公募型プロポーザル
うち、

簡易公募型プロポーザル
うち、

標準型プロポーザル
うち、

その他の随意契約
うち、

物品・
役務等

一般競争
うち、

指名競争
うち、

随意契約（企画競争・公募）
うち、

随意契約（その他）
うち、

（特記事項）

委員からの意見・質問、それに対する回答等

意見・質問

１．審議対象期間においては工事、業務の契約締結はない。

（別紙のとおり）

２．会計法令に基づき都道府県と随意契約した９５件を除き抽出した。

抽
出
案
件
内
訳

工事

一般競争

［これらに対し部局長が講じた措置］

(注)公益社団法人等とは、公益社団法人又は公益財団法人（一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財
団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第４２条第１項に規定する特例社団法人又は特例財団法人を
含む。）をいう。

回答等

（別紙のとおり）

委員会による意見の具申又は勧告の内容
該当なし



（別紙）

平成２１年度第２回林野庁入札等監視委員会審議概要

意見・質問 回 答

委員からの意見 物品・役務関係

・質問、それに 〔抽出番号１：平成２１年度森林資

対する回答等 源調査データによる動態変化解析

事業〕
・仕様書にある委員会名簿（案）に記 ・応募要件として、研究所が入札に
載されている研究所が専門家として受 参加することを排除してはいないが、
託者に適していると思われるが、なぜ 今回は応札がなかったものである。
(株)パスコが受託したのか。また、当 (株)パスコは、空中写真や森林空
該会社の概要を説明されたい。 間データ処理等を行う専業メーカー

で、多くの知見を有している会社で
ある。

・初回公告で応募のあったほかの株式 ・森林資源モニタリング調査等も実
会社（１社）はどの様な会社なのか。 施できる会社であり、現地調査を主
（当該物件は初回入札が不落のため再 に行っている会社である。
公告を実施し入札したものである。）
・初回に応募のあった株式会社が再度 ・詳細は不明である。会社として受
入札に参加しなかった理由は何か。 託額に折り合いがつかなかったので

はと推測されるが、真意は不明であ
る。

・当該事業は19年度から３年間の事業 ・過去、２年連続で(株)パスコが受
であるが、過去（19年度、20年度）の 託している。
受託者は誰か。
・森林資源調査のデータ収集調査事業 ・過去の調査事業は補助事業で、都
で、今回の委託調査事業に関係する業 道府県が事業実施主体として実施し
者はあるのか、また、(株)パスコの関 ている。都道府県からの調査の委託
わりはあったのか。 の入札に参加している業者は多数あ

る。 また、(株)パスコについても
入札に参加して都道府県から委託さ
れた調査を実施したケースもありえ
ると思われる。

〔抽出番号２：平成２０年度森林及
び林業の動向並びに平成２１年度
森林及び林業施策の編集等支援業
務（平成２１年度）〕

・当該契約については、随意契約とな ・当省の農業白書は企画提案会等を
っているが、他省庁でも同様なのか。 経て随意契約で実施、水産庁では一

般競争で実施しており、他省庁につ
いても様々である。

・当該印刷物としては契約金額が高く ・通常の印刷物は原稿が出来上がり
企画性及び修正作業の多さを考慮され 後に発注を行うが、白書については
ているものと推測するが、単純な印刷 審議会に諮っており作成期日まで原
物であるのに随意契約を行う必要は何 稿修正、写真の差し替えが行われる
か。 こと等から随意契約を行っている。
・一般の印刷業者ではなく（社）全国 ・当該業務は企画提案により実施し
林業改良普及協会と契約しているのは ており一般業者を排除しているもの
何故か。 ではない。昨年度は一般業者の応募

もあったが、本年度は２法人のみの
応募であった。

・白書の印刷物は本年度に応募のあっ ・本年度については２者の応募であ
た２団体が主に行っているのか、これ ったが、説明会の参加者は４者であ
までの状況はいかん。 る。



昨年度は外の法人が契約相手方で
あるが、他に一般業者の２者から応
募があった。

・納品数量が3,400部となっているが ・3,400部は基本的には国会提出用で
政府刊行物で販売しているものも含ん ある。
でいるのか。

〔抽出番号３～６：平成２１年度森
林資源活用型ニュービジネス創造
対策事業（大規模低コスト型製造シ

ステム、高付加価値型製造システム、
小規模分散型システム）〕
・大規模低コスト型システムについて ・大臣官房経理課長通知により実施
は、昨年度において抽出して審議した しているところあり、単年度契約を
ところであるが、他の３件については 実施せざるをえない。
まとめて契約はできないのか。
・補助金額等においては中間評価が実 ・毎年評価委員会を開催する考えで
施されているが、この事業（５カ年事 おり、本年度は外部委員による評価
業）のように１者で継続（随意契約） 委員会の開催を検討しているところ
されるものについては中間評価等を実 である。
施しないのか。
・初年度実施した事業については、評 ・大学教授、市場関係者を含めた外
価等は実施されたのか。 部者からなる審査委員会を設置し審

査した結果優良な課題として推薦を
頂いたものに取り組んでいるところ
である。

・小規模分散型製造システム（マイク ・バイオエタノール事業については
ロ波応用液化タイプ）の契約（随意） 工程を大きく分けると三つの工程か
相手が栃木県森林組合連合会なのは何 らなっており、栃木県森林組合連合
故か。 会はバイオ処理加工部分を担当する

のに加え、事業全体の企画及び遂行
管理を実施していることから当該連
合会と契約しているものである。

・技術的な部分は再委託して全体管理 ・共同提案の形式がとれないことか
の重要な部分を担っているとのことで ら、栃木県森林組合連合会が実施主
あるが、他の抽出３件は技術的な能力 体となり技術的部分は再委託という
を有する者に委託しているのと比較す 形で参加しているものである。
ると契約相手先として疑問に思った次
第である。
・委託又は再委託事業により得た技術 ・委託又は再委託事業の技術的権利
の権利はどうなるのか。 は、契約により国に帰属することと

なる。

〔抽出番号７：空中写真撮影及びオ
ルソ作成業務（第10奥会津）〕

・入札筆記書で最下位である業者だけ ・推測すると当該物件については落
がかけ離れた入札金額になっているの 札する意識がなかったのではないか
は何故か。 と思う。
・当該応札者は７者であるが落札率で ・業界の受注状況によるものと思わ
見ると９８％となっており、１位の れる。
（株）パスコは予定価格を下回ってい
るものの２位以下は予定価格を上回っ
ているが、関係業界の受注状況による
ものか。
・予定価格の設定はどのように行って ・基本的には他省と共通の歩掛かり
いるのか。 を使用し、調布から撮影のベースに

なる地方空港までの距離、地区ごと
の快晴日の危険率を算出し、滞在日
数を約１カ所当たり２～３週間を乗
じてさらに危険率を乗じて算出して



いる。
また、離島は特注になるので、参

考見積もり徴収し予定価格を決定し
ている。

・危険率の業界での考えはいかん。 ・当庁は過去３０年分位のデータを
使用しているが、業者からの意見も
あり、最近では今まで使用していた
危険率を調整し引き上げているとこ
ろである。

・本年度より一般競争入札に変更した ・率直なところメリットは見受けら
ことのメリット等はあるのか。 れない。

業者にとっては、毎年同様な書類
を提出しなければならず手間が増加
したこと、指名競争時と比較すると
応札者の検討ができない状況にある。

・状況が変化すると応札者は増加する ・業界全体の事業量が減少すると応
可能性はあるのか。 札者の増加は有りえると思われる。

〔抽出番号８：国有林野情報管理シ
ステムに係る機器の賃貸借〕

・当該契約は今回締結された者に限ら ・発注にあたっては、機器の賃借、
れる状況にあるよう思われるが、入札 保守、運用を分割して発注しており、
参加が増えるような方法はないか。 複数者の応札を想定し単年度契約に

より実施しているところである。
しかしながら、入札説明会には複

数者が参加しているが、システム開
発した者に有利性が働き、結果的に
１者応札となっている。

・平成20年度も同社が受託したのか。 ・契約者は平成18年度までシステム
開発を行っている。平成19年度から
の賃貸借契約に当たっては、３者か
ら見積もりを徴収して随意契約を行
っているが、結果的に同一の者が受
託している。

・予定価格の設定方法はどのように行 ・使用する機器の価格を調べてリー
っているのか。 ス料率を設定し、保守料については

聞き取り調査を基に積算している。
・１年契約ではなく長期のリース契約 ・制度上、認められていないので単
を行えば安価になることはないのか。 年度で行わざるをえない。
・契約書に記載されている会社名と入 ・委任状により応札が行われたた
札筆記書の会社名に相違があるが何故 め、入札筆記書には委任を受けた社
か。 を記載したため。

〔抽出番号１０：平成２１年度森林
国営保険事業に関する補助サービ
ス業務（新国営）単価請負契約〕

・前年度の随意契約から一般競争契約 ・当省官房からの指導により一般競
に変更した理由は何か。 争契約へ変更したものである。
・規定上、何か理由がつくのではない ・原則、一般競争契約で行うよう指
か。 導されている。
・説明資料に単価があるが、単価に仕 ・災害が多い年（例えば平成16年の
事量を乗じると価格がでるのではない 災害）の翌年は仕事量が増加するこ
か。 とから、単価による競争入札を実施

している。

〔抽出番号１１：研修用高性能林業
機械ハーベスタ仕様車賃貸借１台〕

・予定価格についてはかなり正確な価 ・製作メーカーと直接の契約となっ
格を設定できると思われるが、落札価 たことから差がでたものと推測する。



格と大きく差がでているのは何故か。 また、他の契約においても予定価
格と入札額に差がでているところで
あるが、メーカー聞き取りによると
機械のＰＲ効果も期待して応札した
とのことである。

・説明資料によると、扱える業者が少 ・当該機械は注文生産されているの
数であるとされているが、キャタピラ で所有している会社はありえるが、
ー（株）の他に当該機械をリースする リースするところは見あたらない。
会社はありえるのか。
・林野庁は当該機械を所有しているの ・所有しておらず、必要な場合はリ
か。 ースとなる。
・ハーベスタで現在研修で使用されて ・ハーベスタは当該契約の１台のみ
いる機械のメーカー、台数は。 である。

その他
委員会の意見として正式に申し上げ

る件はない。個別案件を見ると難しい
事案もあるが、どのような契約方法が
望ましいのか、それぞれの発注方法の
なかで公平性、透明性、競争性をどの
ように確保していくのか、検討して実
施していただきたい。


